
4・市場テクセス改善のための

アクション・プログラムの骨格

（別冊省略）

昭　和　6　0　年　7　月　3　0　日

● 政府一与党対外種済対策推進本部
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覇食　　指a　　　　　吊亨埠3アク1ヱス故事Tの1ヒめの
ア　クミ／ヨ　ン　ー　プ⊂コグラムの愈密象

1．戦後の世界軽弱は、IMF・GA’TT体別を中心とする自由貿易休桝に支えられて大きな発展を遂げてきた．敗

戦由灰嬢の中から立ち上がった我が国が、世界でも締な軽済発展を遽げ、現なの地位を持たのも、虻屈の英知と野

力に加え、自由貿易体綱の恩恵を最大毅に事支できたためである．

2．しかしながら、今日世界経済には、高水準の失集等にみられる構造粛複の遅れやドル高などに基づく大幅な軽常

収支不均衡を市子として、かつてない保護主鱒の窮まりがみられ、世押覆れ全体の持続的発展にとって不可欠な自

由貿易体駒が揺らぐ由々しき事感となっ．ている．自由貿易体桝が鞘噂するような事膿に立ち至れば、世界経済の発

展ひいては頸な世界に芽生えつつある技賄革新のうねりに乗った新たな発展の可能性が未然に旛み取られることに

もなりかねない．

3．こうした中で、自由罰易休割を維持・強化し、貿易の拡大均衡を通じて講和ある対外軽諮隅楓の形成と擾押桂抗

の壷定的発展を向るため職権的な努力を行っていくことは、世界の一割包まとしての我が国に讃された蝿賢な員邦

である．とりわけ、我が国の現在の地位にかんがみれば、自ら相当程度の犠牲を払ってでも、我が因の力を世押全

休の中長期的発展のために活用することが要語されている。こうした方向への努力は、製品輸入を中心とする輸入

の拡大による範格の安定、選択の幅の拡大を通じて、四民生活の一隅の向上にも役立つものである．

4．こうした接点から、我が国は、ここに世界に率先して経済・社会の国際化、開放化を回ることとし、主体的、楓

極的かつ捻合的見地から以下の基本原則に則って3年国にわたる「市電アクセス改善のためのアクション・プログ

ラム」を策定し、これを微寒に実廃することとする。我々の目徹は、本アクション・プログラムを実行することに

よって我が音の市電が国語水準を上回る開放度を達成することである．

（アクション・70グラムの基本原則〉

（1）「原則自由、鋼外制限jの基本的視点に立ち、政府介入をできるだけ少なくして、消貝毒の選択と責任に委

ねる●

（2〉新ラウンドを主嘱している我が四の立場にふさわしい柄極性を持つ．

（3）只発途上田の経済発展の促進に役立つよう特に配慮する．

5．本アクション・1ログラムの実施に当たっては、水木瓢が鮮続的に強力なフォロト－・アップを行うとともに、0．

T．0．の充実・強化を通じて苦椚処理の則壬休割を明確化する等により、その実効を確保する．なあ、政府介入

を見志す再には消賛毛の適切な選択にnするための椚相提供、鞍発活動の拡充を拘る．

また、本アクション・プログラムの策定に引き綺き、政府としては、内謂中心の持続的成良、投貝・産業協力の

拡大、開発途上的への対応等の対外桂抗問題的閃委員会相告の申開的政策畏票を専虎しつつ、今牡の敢再運営に当
l

たる●

′

6．我が国は、現下の世界軽曙の最毒嬰浮環である自由田易体制の維持・強化のため梓抗力にふさわしい栓鯛と再任

を果たすことを、ここに内外に宣言する．貿易不均衡の改酎ま、独り輸入個．麟のみの持露により達成されるもので

はなく、我々の貿易相手田が、枝が関に対する輸出努力を通じて、この世押に開かれた機会を実らせることを的持

するとともに、保護主義の誘惑に雇することなく共に手を供えて自由只易体割を守り、かつ、強化する努力を尽く

すよう希望する．
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各　　輪　　各分野こごとのア　クミノヨン　ー　ブ⊂コグラムの円・癖

舞1革　　関税

我が国としては、黒秋の対外経済封絹等により剛税わ引下げ・撤廃、特愈同税制度の改善等を実旛してきたところ

であるが、今般自由貿易休刷の維持・強化、新ラウンドの早期開始、開発途上国への協力、製品輸入の促進等を国る

ため、以下のと・おり、関税£肉するアクション・lOグラムの骨格を決定し、所戸の手続を進める．

I．新ラウンドの推進

1．鉱工業品

く1）工業製品の内税交渉日複の提示

斬ラウンド交渉を通じ、世界各国の関税認許の畦岡と内容とを拡充し、ガット体制の強化を実現するた

め、我が国は、工具製品の関税を先進名田とともに零にまで引き下げる用魚のある旨明らかにし、．来たる

新ラウンドにあいて槙極的に関税交渉を推進する．

かかる観点から、低関税品目の同税撤衆やその他幅広い品目の大幅な関税引下げ・撤廃等をも強力に推

進する．

（2〉関税の撤廃等

◎　上記の日枝に至る第一歩として、新ラウンド以的にあいてハイテク製品の貿易拡大を通じ、世界経吊

の再活性化を緊急に因るためこ別紙1のハイテク製品の関税撤廃を目指し、関係四との交渉を推進する．

なお、自動データ地理機械等の部分品及びその一部関連品目については、関係国とのその只易扇にも

留鳥しつつ、我が国としては、優先的に交渉を推進する．

◎　昭和62年4月1日を目途に、認許税率2一％以下の低節税品目（寓許税目32程度）について、一方

的な関税撤廃を実應する．

◎　開発途上国等閑心四からのタリフ・エスカレーション是正の要調を納まえ、タリフ・エスカレーショ

ンの実態の検討を進め、昭和61年前半を目途にタリフ・エスカレーション改善の中艮朋展望を提示す

る．

2．農水産品

新ラウンドにおいて、農業の特殊性を考慮し、タリフ・エスカレーション是正等を勘案しつつ関税交渉を推

進する．
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I．関税の散見・引下げ

最近にあける国際旺汽餞勢にか．んがみ、昭和61年のできるだけ早い喝的（一部の晶目については昭和62年

4月1日）から、税目鞍で1．853品目（構慧供与品目を含む．）について的税の撤廃又は餌税率の引下げを行う

こととし、所要の手技を進める．

1．別紙2の品目について、内税の敵鹿又鎗碑税率の引下げを行う．

2．その他の品目については、別紘3く別冊）のとおり関税率を顕剛として20％引き下げるものとする．なお、

本措蒙の実施後輸入が急増する等の事偶により、国内産業に相当な鼻音を生する場合には、当該品目につき木

措置の適用を停止することができるものとする．

なお、針稟腋及び広稟鎖を適する合板等の隅税引下げについては、昭和60年4月9日決定の対外旺碑対策に

従い、昭和62年4月から実施する．

l．特急同税駒度の改善

1．鉱工業品

（11自主的な改善

昭和61年のできるだけ早い時期に、上記皿．2の指置の実施に伴うSP品目の特恵税串の引下げ等所

要の改善を行う．

また、昭和62年4月実施を目指して、特恵メリットの受益国虎の均てん化を考慮しつつ、我が四は、

シーリング割度の改善及び粋の拡大を回るとともに他項に先馴ナ、自主的に我が国提唱に係る（2）の四

罷原則に基づく特恵関税別皮の抜本的な改善を図る．

（2）昏際原則の痙唱

筒先途上国のエ菓化努力こ輸出努力を癖線的に支援するため、国際続一商品分粗くH．S．〉移行時を

目標とし、先進各四が協調して、特急陶税制度の抜本的な改善を推進するため、次の3項目からなる四筒
．1

原則を提案する．

①　特恵例外の凍結・削減

②　特恵税串の除則無税

⑳　後発途上国への配慮

2．農水産品

開発途上国の輸出努力を支援するため、斬ラウンドにおける交渉との開連を念顆に糾ヽて、特恵対象品日の

拡大、特急税率の引下げ等特恵開税制度の改善に努める．

また、上記Ⅲ．2の椙欝の実権に伴い、特急税率について、所要の引下げ調整を行う．
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伐り紙1）

ハイテク型晶関税I縫凍対象品目

晶 ‘　　　　　　　　　　　　　　 名 親　 善 現 行 麹 率

（ ％ ）t・て

′通信機畠等

70．18－2 cx　等 前 等光ファイバー

レーダー （舶舶用のもの） 昭．15－3 堺 6

レーダー （航空吼用のもの） 35．15・3 cx
．

6．5

レーダー くその旭のもの） 85．15－3 ex 3 ．6

航行用無線性器等 （航空機用のもの） 85．15－4 ex 4．0

即 紺 屋等の人工衛星 88．02√4 研

84．53－1

84．53－2

6．5

4．9 ．6

．‘3．7－4．9

コンピュータ関連、電子部晶等

電子式デ ィジタル自動データ処理機描 （アナロク‘韻算要素
を有するものを含む．．）の中央処理装置、周辺腸詰等

・その他の自動データ 几

自動データ処理桝 等の部分品 84．55 捌 4．2 ．4．9

テレビジョンカメラ、カメラ一体型V T R 、磁気式カメラ ℡5．15・4 ex　等 5．1 等

蓄電器 く電力用以外のもの） 85．柑・cX 4．2 ．

マイクロスイッチ、印刷回路、抵抗器及びその部分品 85．19－2 cx 3．6　‾

熱電子管 85．21・l ex ・4．2

発光ダイオー ド （実装 したもの） 85．2ト2 ex 6．5

発光ダイオ⊥ ド （その他のもの） 85．21－2 現 4．2

フロッピーディスク、ビデオデ ィスク、 I C オー ト 92．12－3一脚 eX 等 3．6 等

家庭用テレビゲーム▼（本体） 97．04－3 印

90．17 即 ・

3．6

5．8

医療 ・放射線軋昌等　 ▼

l

医療用醜悪 （N M R C T ）

外科用機器 （レーザーメス） 90．17 引 4．9

人造の人体の部分 90．19 ex ．4

放相 生物質の放射線を用いる機器 90．卸一1 5．’8

医庶用 X 線搬忍 部．20－2 ex 5．8

その他のX 抹機器 90．20－2 ex 4．2

電気式臓器 （屯子式体温計） 90．28－2 餌 4．9

放射線測定粗品 ！相．28－3 研 5．1 ．
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晶　　　　　　　　　　　　　　　　 名 税　 務 現 行 税 率
（ ，i ）

摘鵬持

85．22 ex 4．2侶雪糾 三芯

箱気の樋溝川計品 90．26 ex 4．2

l r：テ1 ク⊥等の電気式軋霊 （職 も的見中神虻川又は検査
用の臓器）

90．2かr

90．甜・2 鞘

4．！I

4．9i姉臼臥 検査用等の電気式臓器

その旭のrl軌調整椒古 く電圧蘭勤調整抱眉を隙く．） 90．28・4 刷

桐．18 1 t†X

4．9

4．査

駅手相関係

遠心分相磯

原子炉用脚 ：l平素及びその某合体 84．59・6 研 7．2

析了炉及びその部分品 （その柚のものl

tコポット

椋披用ロボット、塗装用ロボット、組立用ロボット等

別．59・8．ex

85．11－2 cx　等

39．0ト2－紬 ei

69．14 餌

臥5

5．7 等

5．1

4．2

訴嘉材
tl°lltlll▼tthPUtl－

ェンジエアリングプうえチ ック くポリアセタール欄 脂、ポ

リカーポネー ト樹脂等）

セラミックスの弧晶 （はさみ、ナイフ等）

炭素繊維 （ファイバー） 68．16 叡 6

形状記柁合金 （銅合金、ニ、ツケルナタン企金のもの等） 74 ．03－一拍柵 ex等 5．8 ，7．2 等

‘ボロン繊維 （タングステンの線にボロンを蒸著させたもの「 81．01－3 ex 5．8

水菜貯蔵合金 1（チタン合金のもの撼）　　　　　　　 － 81．04・2－（3I 餅 等 5．It 等

セラミックスの軸 等 90．＿19 ex 4

炭素繊維製の運動用具 （ゴルフクラブ等） 97．雅一3 ex 4．8 ．3 ．6
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（別紙．21

02．02ex

O2．02ex

O2．02ex

O3．03－2はIex

O4．07－1ex

O7．01ex

O8．01－1m

08．05－1

08．05・2

08．05－4ex

O8．05－4ex

O臥09ex

O3．10ex

O臥11－3ex

12．08－3（3I ex

l3．03－6

14．05－5取

14．05－5el

15，07－8ex

l5．07－10

19．08－1cx

品・　　　　　　　　　　　名

描肉（骨付きももを除く．）

lあひるの肉
l蒙きん及びその食用のくず肉偶、七瓦鳥及びあひ
！るを除く．）

l’赤貝（生きているもの）

くらげ

まったけ（生鮮又は冷感のもの）

バナナ（生鮮のもの）

くり（天津ぐり寄）

くるみ（生鮮又は乾燥のもの）

マカダミ7ナット、ピスタチオナット及びペカン
融羊又は乾燥のもの）

マカダミアナッ下（生鮮又は乾燥のもの）

パパイヤ（生鮮のもの）

婚凍パイナップル（無鳩のもの）

一時貯蔵のくり（むきぐり）

ひじさ

除虫菊エキス・－

かしわの稟
l

水ごけ

パーム油

ひまし油

その他のベーカリーl払冒－（あられ、せんべいその他
の米華並びにビスケット、クッキー及びクラッカー
を隙く．）（加櫨のもの）

し－．．＿－－．－－－－⊥－－－－

－129－

現行税率
（％）

「「「T「‾‾‾「

改　正　案
（％）

10

・5！

書乳i
H．5I

lO～3月　1
351

1

14

10

12．5

（脂忠新投）
8

（特恵新設）
8

（特恵新設）l
無　税l

（特恵）
4－9月

12．5
10～3月

乃

20l16

20　1　16

（特恵）
10

4

35

20

（特恵）
10

20

10

し10

（特恵）
3

9

40

悪）
20

l

l

l

l

l

l

l

－－⊥

7．2

30

（特恵）
15

l

l

l

l

l

I

－．＿」
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税　　　蓄

19．08・2el

20．0トl ex

20．0トI ex

20．01－1eX

20．0トl ex

20．0ト2cx

20．01－2ex

20．0ト2ex

●

●

20．03ex

20．03ex

20．03ex

21．02－1t2抽ex

21．07・212IBtaIex

21，07・劉2IB㈲彿

I詑・05‾l

I

I

22．05－2割

22．05－2ex

品　　　　　　　　　　　　　名

董蓋野磁云
製品（あられ、せんべいその他
γトクッキー及びクラッカー
もの）

食酢竿で孤製したパパイヤ等の東鋸拝果実咄雌の
もの）

允勲等で銅個したパパイヤ等の更朝叩慄（マンゴー
及びマンゴスチンを隙く．）（加相のもの）

食酢等で鋼製したマン才一及びマンゴスチン（加蛤
のもの）

廊事懐で珊賀した野菜及び果実（パパイヤ等の脚絆
果実を除く．）く加幅のもの）

免許苛で網闇したパパイヤ等の魚相見寅（マンゴー
l及びマンゴスチンを除く．）（無糖のもの）

食酢苛で鋼製したマンゴー及びマンゴスチン（無楯
のもの）

r

食酢等で楯魁した野菜及び果芙（パパイヤ等の熱帯
果実を除く．）（無地のもの）

冷凍果実（パイナップル、サワーチェリー及びベリ
ーを除く．）（加楯のもの）

冷凍のパパイヤ等の熱帯果実（パイナップルを
除く．）（加持のもの）

冷凍パイナップル伽緒のもの）、

インスタントコーヒー（無楯のもの）

くらげの調製品　（無地のもの）

キングコーンコプの調製品（転結等のもの）く無地
のもの）

シャンパンその他のスパークリングワイン

シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒

ぴん詰ワイン（1501以下の容詔入りのもの）

現行税率
（％）

一．ltlthll°ttt－．ttPl．tt．lhttttth

35

（特恵）
17．5

15

（帖悪）
12．5

（特恵）
10

20

肺患）
16

12．5

鴫拙）
10

12

l（特恵）
I　　7．5

16

（特恵）
12

28

（特恵）
17．5

l（特恵）

l

I

10

（特恵）
10

360円／l
J（特恵）

彷0円／l

’220円／1

38％（上限
功0円／l

I下限166
1／l）

改　正　露
（％）

I（特恵）
6

15

叫幸恵）
12

10

（時思）
6

9

（脂忠）
5．6

12

q施）
9

20

（特悪）
12

23

14

（特恋）
8

（特恵）
9

288円／l
（植恋）‘
203円／1

176円／4

304％（上限
224円／l、

下職132．80円
／l）

－ユ30－

．亡
霊

慧

髪
潜

幸

頚

透
等

j
l L

勺

r芸

堅、？．
［

覧

：、：；

蓮

匡
ミニこ’‘

藍



盛

整

迷

税　　　番

22．個・lMn ex

22．09－王（2旭

29．05・2仕eX

33．01・1（2Iex

刃，19－説3トは

40．10ex

40：11－lex

68．14割い

70．鴫ex

71．02－2（2Iex

76．03即

82．02－2

82．05－1

82．05－2ex

82．05－2即

82．05－罰lIex

82．05－3日ex

l妃．05－割lIcx

82．05－3t2I

82．鴨

84．10－1刷

84．31－2ex

†
1

1

1

1

1

1

1

thtttt．▼－tt l tt．．．tt－tttt－－－－．．一．．・．．－－1．－－1．－．．ttutb－一tth－・．．．．°－．．．．．一

晶　　　　　　　　　　　　　　名
1

‾‾‾・一°．‾‾‾・’‾－T．－．‘‾‘‾‘【・‘‾

i窃1i税率l改　正
l　　（％）

一一一・一・一一一一一一・一・一‥一一・一・一一一一・一一十一一一一一一

1

その他のウイスキー（7ルコーJ巧｝50度未満のもの
及び21未満の容臥りのもの）

7°ランデー．（アルコール分馳庇未満のもの及び21
未満の容詔入りのもの）t

メントール

芳油

触媒（鉄地腹等以外で自動車用のもの）

Ⅴベルト（そのペルチングを含む．）

空気タイヤ及び空気タイヤケースく新品のもの）

ブレーキ用、クラッチ用その他これらに耕する用途
に適する劇射秤目自動車の部分品）

安全ガラス（自動車用¢合わせガラス）

ダイヤモンド以外の員石及び叩見石（研野、あなあ
け虹等をしていないもの及び工桑用以外のもの）

航空機用のアルミニウムの板（アルミニウムポリッ
シュドスキンシート）

機械式ののこぎりのブレード（ハックソープレtF
を除く．）

ドリル、ビット、リーマー及びスクリュータップ

ミリングカッター

ギヤカッター

Iダイ十モンド工具

機械用刃工具仕召征工具）
l

超硬工具（そめ柚のもの）

手工具用、動力電動式手持工展川又は随械用の互換
性工興（その他のもので超硬工具及びダイヤモンド
工具以外のもの）

憲兵用又は機絨用のナイフ及び刃

液体ポンプの部分品

級維嘉パルプ、紙又は板紙の製造用又は仕上用の
馳賊の部分品（ストックメーカー又はパルプレファ
イナーのものを除く．）
嘩坤の部分品．（ストックメーカ三文はバノ廊ラii

－131－

36％（上陽
332円／l、
下限299円

407円／l

四％又は
％0円／梅の
いずれか

246．40円／l

325．印円／1

2．4房又は
720円／晦のl
いずれか

高い，税率l高い税率

桐悪）
・1．85

1．

4．

4　1

9　1

515

3．2

11．5

3．6

4．8

5・声

4．9

5．8　1
I

4．2　1

1

4．8　1

I

4．2　1

4．2　1

1

3・6！

4．2　1

i

I

（特恵）
無　税

無　税

無

無

無

知

無

知

無

無

無

無

無

無

無

無

税

税

税

税

税

税

税

税

凍

税

税

税

税

無　税l
無　税l

l・

無　税l
l



l

l

［
l

I

I

税　　　番 品　　　　　　　　　　　　　名 現行税率
（％）

●

●

84．48

85．04cT

65．09－2

85．13耶

85．13ex

防．13ex

85．15・4cx

85．15－4ex

85．15－5ex

85．21－1ex

85．24椚

87．12－2餌

90．07－1（3Iex

金属、金昆炭化物等の加工機械の部分品等

拘置電池（公称電圧が6V又は12Vのものに
限る．）・

電気式の無明用又は臍号用の粗品等（自動車用
（87．的及び的．11のものを除く．）以外のもの）

確子式交I姐

I電話交脚（馬丁式のものを除く．
電話職晶等（搬遊離語機雷を除く．

その他の有線

1　4．2

l　5．8

搬送通椅粗品、有破電橋機器等（その他のもの）

無線職制政はⅦ玉川の槻霊等（舶蜜酌のものに
限るものとし、航行川畑は槻憲及び細線避隔制恥槻
憲を除く．）

無線電侍用又は電話用の粗品等（航空槻用のもの、
テレビジオンカメラ、航行用無線用ぷ及び無線遠隔
橋脚槻題を除く．）

無根通は槻怒、ラジオ放送用又はテレビジぎ
送受は用機器等の部分品（折i用無線臓器、
－又は無紋遠隔制伽機器のものを除く．）

陰極線管（テレビジョン受像紺可のもの）

カーボン電熱抵抗体

モーターサイクル等の部分品

l

ン用bl
レーダI

腑用、航空機用、製版用、エックス線用、雷研
複写用及び医療用門；以外の写真搬腰用フイルムの
幅がお■■のものを除く．）

写真鞄の部分品及び附属晶

圧力計

部分品及び開院晶（90．か、．90．24、90．26、的．
27又は対．詔の物品用のもの）

4．2

5．7

4．2

3．6

4

5．1

1

4．2つ
1

1

‾　　　‾tt．　t．－・°tPttP．‾‾二　4．°－

改　正　案
（舛）

tt．．t　▼．thヽ　▼1－tPttローtttPqh tF．ヽ1°

無　税

無　税

無　税

無　税

無　税

無　税

触　．税

無　税

無　瑞

無　税

無　税

慧㌫
無　税l

I

l

．－．．．＿．－．．＿．．＿．．＿．」

址1）シ十ンバンその他のスパークリングワイン、シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒、ぴん緒
ワイン3品目については、・昭和陀年4月1日実施．　・－

（注2）メントールについては、SP品目（特恵税率が実行税率の2分の1の品目）であるため、特恵
税率は現行税率及び改正案による税率のそれぞれ2分の1となる．

ー132－

ド

【
．

巨

臣一

触

k

T l

、、：、i

しく－

・岩

男

肇
TJ．

腰
幾

重

当
惑

］

司

ネ

コ
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	名称未設定
	名称未設定

